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　刑事裁判において被害者や被害者の遺族が行うことの
できる意見陳述には、刑事訴訟法292条の 2の規定によ
る「被害に関する心情等の意見陳述」と、刑事訴訟法
316条の38の規定による「事実又は法律の適用に関する
意見陳述」があります。
「被害に関する心情等の意見陳述」は、被害によって
受けた精神的苦痛や被告人に対する処罰感情など、犯罪
被害に関する心情を中心とした意見陳述です。この意見
陳述ができるのは、被害者又は被害者が死亡した場合若
しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配
偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹であり、意見陳述を
行う場合は、あらかじめ、検察官に対して意見陳述の申
出をすることが必要です。申出を受けた検察官は、意見
を付した上で裁判所に通知します。検察官からの通知を
受けた裁判所は、原則として被害者等に意見陳述を認め
ることとされています。
「事実又は法律の適用に関する意見陳述」は、訴因と
して起訴状に表示された公訴事実や、情状等の量刑の基
礎となる事実が、いかなる証拠によって認定されるかに
ついての意見、証拠によって認定されるべき事実に対す

る法の具体的解釈・適用等に関する意見等の陳述であり、
被告人に科せられるべき具体的な刑罰の種類及び量につ
いての意見つまり求刑意見を述べることもできます。こ
の意見陳述ができるのは、被害者参加人又はその委託を
受けた弁護士であり、意見陳述を行おうとする被害者参
加人等は、検察官に対して、あらかじめ陳述する意見の
要旨を明らかにして、意見陳述の申出をしなければなり
ません。裁判所は、検察官から意見陳述の申出の通知を
受けると、審理の状況、申出をした者の人数その他の事
情を考慮し、相当と認めるときは、検察官の論告の後に
陳述を許可します。また「事実又は法律の適用に関する
意見陳述」は、「訴因として特定された事実の範囲内」
においてのみ許されます。従って例えば、検察官が傷害
致死の主張・立証を行っている事案において、被告人に
殺意があったとする意見を陳述することは、訴因として
特定された事実の範囲を超えるものとして、許されない
ことになります。
　被害者参加人は、「被害に関する心情等の意見陳述」
と「事実又は法律の適用に関する意見陳述」の両方をす
ることができる立場にあります。両方行うことも可能で
すし、どちらか一方を選択して行うことも可能です。では、
「心情等に関する意見陳述」と「事実又は法律適用に関
する意見陳述」には、その効果にどのような違いがある
でしょうか。「被害に関する心情等の意見陳述」は、基
本的に被害感情や被害を受けたことによる苦痛、生活の
変化など、心情を中心とする意見に限られますが、裁判
所が判決をするにあたって、量刑の資料とすることがで
きます。これに対して「事実又は法律の適用に関する意
見陳述」は、証拠とならないことが法律上明確にされて
いますが、犯罪事実そのものから一般情状、法律の適用、
量刑に至るまで、幅広く意見を述べることができ、被害
者や遺族が直接体験した事実、被害者や遺族だからこそ
認識できる点に光を当て、裁判官及び裁判員に訴えかけ
ることができると言えるでしょう。
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　平成12年 4 月に、当センターは、内川昭司理事によっ
て設立され、今年で14年目となります。最初は任意団体
でしたが、その後、特定非営利活動法人となり、平成20
年 5 月には、福岡県、北九州市、福岡市より業務委託を
受けて、「福岡犯罪被害者総合サポートセンター」を開
設することが出来ました。犯罪被害者等基本法による県
や市の相談業務について当センターが委託を受けること
となっています。平成21年 9 月に福岡県公安委員会より
「犯罪被害者等早期援助団体」の指定を受け県警から情
報提供を受けることが可能となり、平成24年 4 月 1 日か
らは県の認可を受け公益社団法人福岡犯罪被害者支援セ
ンターとして新スタートしました。これによって、より
迅速な被害者への支援が可能になるとともに安定した支
援が可能となりました。 県警との連携で、自動販売機
での委託販売事業も行っており、安定した収益事業を
行っています。
　さて、開設当初は電話相談から始まって、面接、そし

て相談内容に応じた心理的な面でのカウンセリング、病
院や裁判所の付添、生活保護での支援、さらに病院、弁
護士と連携した支援を実施して参りました。病院との連
携が必要な事例では、金銭的余裕のない被害者に法律的
支援と医療的支援が同時に実施可能となっています。ま
た、裁判での被害者参加制度により、直ちに被害者支援
を実施し、被害者に平穏な生活を送っていただけるよう
になりました。
　今回、福岡県からの委託を受けて性犯罪被害者のため
のワンストップセンターを今年の夏から開設予定です。
早期援助団体の事務所内にワンストップセンターが開設
されるのは、全国で最初となります。ワンストップセン
ターは、性暴力被害者支援センターとは違い病院の治療
と警察の捜査を同時に受けることが可能となります。
　これからも専門家の支援が充実した最先端の犯罪被害
者支援を展開してまいります。

芦塚増美センター長（同センター理事、全国被害者支援ネットワーク理事）から、最近のトピッ
クを含めて紹介していただきました。

センター紹介

公益社団法人
福岡犯罪被害者支援センター

事務所内の様子

平成24年11月19日　犯罪被害者週間におけるコンサート
中央は、林幹男理事長
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